
◎道路運送車両法の一部を改正する法律 
（令和元年五月二四日法律第一四号）   

一、提案理由（平成三一年四月二四日・衆議院国土交通委員会） 

○石井国務大臣 ただいま議題となりました道路運送車両法の一部を改正する法律案の

提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 我が国の自動車保有台数は、今日、八千万台を超え、自動車は国民各層に普及し、ま

さに国民生活に欠くことのできないものとなっております。このため、自動車技術の進

展や自動車を取り巻くさまざまな状況の変化を踏まえつつ、自動車の安全の確保と環境

の保全、国民や地域の多様なニーズへの対応に取り組むことが必要であります。特に、

自動車の自動運転については、政府目標である二〇二〇年めどでの実用化が見込まれて

いることから、設計、製造から使用までの安全性を一体的に確保するための制度整備を

行うことが不可欠であります。 

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、保安基準の対象装置に、プログラムにより自動的に自動車を運行させるため

に必要な装置として、自動運行装置を追加することとしております。 

 第二に、事業として行う場合に認証が必要な分解整備の範囲について、対象装置を取

り外して行う整備等に限らず、対象装置の作動に影響を及ぼすおそれのある整備等に拡

大するとともに、名称を特定整備に改めることとするほか、自動車メーカーは、特定整

備を行う事業者等に対し、点検整備に必要な自動車の型式固有の技術情報を提供しなけ

ればならないこととしております。 

 第三に、自動車の電子的な検査の導入に伴い、当該検査に必要な技術情報の管理に関

する事務を独立行政法人自動車技術総合機構に行わせることとしております。 

 第四に、自動車の電子制御装置に組み込まれたプログラムの改変による改造を電気通

信回線の使用によりする行為等に係る許可制度を創設するとともに、許可に関する事務

のうち技術的な審査を独立行政法人自動車技術総合機構に行わせることとしております。 

 第五に、自動車の型式指定制度における完成検査について不適切な取扱いを行ってい

る自動車メーカーに対し、国土交通大臣は、是正命令等を行うことができることとする

ほか、是正命令等を行うための報告徴収等において虚偽の報告等を行った者に対する罰

則を強化することとしております。 

 第六に、電子的方法等により記録した自動車検査証を交付することとするとともに、

国土交通大臣は、自動車検査証に有効期間を記録する業務及び検査標章を交付する業務

等について、一定の要件を備える者に委託できることとしております。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由であります。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 



二、衆議院国土交通委員長報告（令和元年五月一〇日） 

○谷公一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、自動運転技術が加速度的に進展していることを踏まえ、車両の安全基準等に

ついて、ドライバーによる運転を前提とした制度からシステムによる運転も想定した制

度への見直しを図ろうとするもので、その主な内容は、 

 第一に、保安基準の対象装置に、プログラムにより自動的に自動車を運行させるため

に必要な装置として自動運行装置を追加すること、 

 第二に、事業として行う場合に認証が必要な分解整備の範囲を拡大し、名称を特定整

備に改めるほか、自動車の電子的な検査に必要な技術情報の管理に関する事務を独立行

政法人自動車技術総合機構に行わせること、 

 第三に、自動車の電子制御装置に組み込まれたプログラムの改変による改造に係る行

為についての国土交通大臣の許可制度を創設すること、 

 第四に、自動車の型式指定制度における完成検査について国土交通大臣が是正命令等

を行うことができることとするほか、罰則を強化すること 

などであります。 

 本案は、去る四月二十三日本委員会に付託され、翌二十四日石井国土交通大臣から提

案理由の説明を聴取し、五月八日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、全会一致を

もって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和元年五月八日） 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを

期すべきである。 

一 自動運転に対する社会受容性を高めるため、国は自動運転車に対する国民の理解・

安心感の向上に努める取組を着実に推進すること。 

二 これまで予測し得なかった自動運転技術に起因する新たな事故の原因究明及び再発

防止を迅速かつ適確に行うため、自動運行装置の作動状況、運転者の状況等の記録を

収集し、有効に活用できるよう国において必要な措置を講じるとともに、国際基準策

定に係る動向を踏まえつつ、サイバーセキュリティの確保に向けて必要な措置を講じ

ること。 

三 自動車事故の原因究明に資するため、ドライブレコーダー等の車外映像や運転者の

操作状況の記録装置の設置率の向上に向けた取組を着実に推進すること。 

四 自動車の検査に必要な技術情報の管理に関する事務を独立行政法人自動車技術総合

機構（以下「機構」という。）に行わせるに当たっては、指定自動車整備事業者等に

おいて電子的な検査が確実に行われる環境が確保されるように指導すること。 



五 分解整備の範囲拡大に当たっては、自動車整備士の養成、研修の充実を図り、自動

車整備要員の確保と整備技術の向上に遺憾なきを期すること。 

六 機構が行う自動運行装置等の複雑なプログラムにより作動する電子制御装置及びサ

イバーセキュリティに関する基準適合性審査や、不具合情報に基づく技術的な検証を

はじめ、急速に進化する世界最先端の自動車技術に後追いとならず迅速に対応した審

査等を適確に実施するために必要な体制の整備に万全を期すこと。 

七 自動車製作者等における完成検査の不適切な取扱いを根絶するため、本法により創

設される是正命令措置等を必要に応じて実施することに加え、効果的な監査の実施等

により、自動車の型式指定制度の適正な運用に努めること。 

三、参議院国土交通委員長報告（令和元年五月一七日） 

○羽田雄一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、最近の自動車技術の進展に鑑み、自動車の安全性の確保及び自動車によ

る公害の防止その他の環境の保全を図るため、一定の条件の下で自動車を自動的に運行

させることができる装置を保安基準の対象装置として追加するとともに、当該装置に組

み込まれたプログラム等の改変による自動車の改造に係る行為についての許可制度を創

設するほか、自動車検査証の電子化、自動車の型式指定制度に係る是正命令の創設等の

措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、自動駐車や衝突被害軽減ブレーキの実演等を視察するととも

に、自動運転の実現及び国際基準策定に向けた取組、先進技術の普及に対応した自動車

整備業の在り方、電子化された車検証の活用策等について質疑が行われましたが、その

詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和元年五月一六日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全

を期すべきである。 

一 自動運転に対する社会受容性を高めるため、自動運転車に対する国民の理解・安心

感の向上に資する取組を着実に推進すること。 

二 自動運転技術に起因するこれまで予測し得なかった新たな事故の原因究明及び再発

防止を迅速かつ適確に行うため、自動運行装置の作動状況、運転者の状況等の記録を

収集し、有効に活用できるよう国において必要な措置を講ずるとともに、国際基準策

定に係る動向を踏まえつつ、サイバーセキュリティの確保に向けた取組を進めること。 

三 自動車事故の原因究明に資するため、ドライブレコーダー等の車外映像や運転者の



操作状況の記録装置の設置率の向上に向けた取組を着実に推進すること。 

四 高齢運転者等による自動車事故を踏まえ、衝突被害軽減ブレーキ、ペダル踏み間違

い時加速抑制装置などの先進安全技術を搭載した自動車について、技術の評価を適切

に行い、その普及に一層努めるとともに、未搭載車への先進安全技術に係るシステム

の後付けに関し、対応車種の拡大などその普及について検討すること。なお、従来か

らのマニュアル車のユーザーに係る利便性の確保にも留意して進めること。 

五 自動車の検査に必要な技術情報の管理に関する事務を独立行政法人自動車技術総合

機構に行わせるに当たっては、指定自動車整備事業者等において電子的な検査が確実

に行われる環境が確保されるように指導すること。また、同機構が行う自動運行装置

等の複雑なプログラムにより作動する電子制御装置及びサイバーセキュリティに関す

る基準適合性審査や、不具合情報に基づく技術的な検証を始め、急速に進化する世界

最先端の自動車技術に後追いとならず迅速に対応した審査等を適確に実施するために

必要な体制の整備に万全を期すこと。 

六 分解整備の範囲拡大に当たっては、自動車整備士の養成、研修の充実を図り、自動

車整備要員の確保と整備技術の向上に遺憾なきを期すこと。 

七 自動車製作者等における完成検査の不適切な取扱いを根絶するため、本法により創

設される是正命令措置等を必要に応じて実施することに加え、効果的な監査の実施等

により、自動車の型式指定制度の適正な運用に努めること。 

  右決議する。 

 


